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【校内の体制】①  日常の指導体制（未然防止・早期発見） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いじめ防止委員会【年間４回】 

○学校いじめ防止基本方針の作成と見直し 

○年間指導計画の作成 

○校内研修会の企画・立案 

○調査結果や報告など情報共有  

 

【構成メンバー】 

校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、学年主任、人権教育主任、養護教諭、特別支援

教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、教育相談ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰで構成。必要に応じて、関係教職員、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

などの外部専門家を加えることができる。 

未然防止 

 

○安心・安全な学校づくり 

・規律ある学校 

・学習指導の充実、授業改善 

・主体的に参加できる学校行事 

・情報モラル講座などの研修の充実 

・教員間の情報共有 

・関係する外部機関との連携 

・人権教育の推進 

 

○関係づくり 

・生徒同士、生徒と教員、教員間の信頼

関係の構築 

・相談体制の充実 

早期発見 

 

○生徒観察 

・授業、部活動等の生徒の様子を観察

し、生徒理解を深める 

・生徒のささいな変化に気づく 

 

○情報収集 

・生徒面談、保護者面談、教育相談を通

して、生徒、教職員、保護者、地域からの

情報を積極的に取り入れる。 

・いじめに関するアンケートの実施 

・相談窓口の整備 

・教員間での生徒に関する情報共有 

 

緊急対応 

 

いじめ対策委員会 
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【校内の体制】②  情報伝達経路および報告・連絡の系統 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保護者・地域 

生徒 

 連絡を受けた教職員     当該担任、当該学年主任 
 
 
 生徒指導主事     (場合によって)人権教育主任、養護教諭､  
              特別支援教育コーディネーター、教育相談コーデ 
                       ィネーター、当該部活動顧問                   
    教 頭、主幹教諭 
 
 
      校 長 

いじめ対策委員会 

いじめ解消チーム 
 

被害生徒・被害生徒保護者 
加害生徒・加害生徒保護者

観衆および傍観者 

事実関係の正確な把握 指導・支援の展開 

 

  
県教育委員会 

  
浜田警察署   
 
児童相談所  

 
     等 

情報収
集 

情報共有化 報告・相談 

教職員 

情報提供 

報告・相談 

情報収集  
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【校内の体制】③  いじめおよび重大事態発生時の組織的対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
  
       
       
       
       
      
       
       
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   収束                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめ対策委員会」 
◎構成員 
  校長、教頭、主幹教諭、生徒指導主事、学年主任、 
  人権教育主任、養護教諭、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、 

特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、関係教職員、 
第三者(県教委から派遣) 

  ※構成員を減じて（コアチームを結成）して行う 
   場合がある。 
◎いじめ認知報告 
◎調査方針・方法等の決定 
 ○目的、優先順位、担当者・期日等 
 
 
 
◎指導方針の決定、指導体制の確立 
 ○指導、支援の対象と具体的な手立て 
  ①特定(被害生徒・保護者、加害生徒・保護者) 
   ※懲戒処分を含む 
  ②一部(観衆、傍観者) 
  ③全体(全校、学年、クラス) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

 

 

事態収束の判断 
 ○いじめに係る行為が止んでいること 

 ○被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの認知 
【重大事態を含む】 

 

重大事態の場合 

の場合 

県教育委員
会 

への報告 

県知事へ報告 

重大事態発生の場合は、
県教委から第三者が派
遣される。 

◎対応継続 
◎いじめは解消したが継
続した指導が必要 

◎対応継続 

◎いじめは解消したが継続した指導が必要 

報告 

相談 

 

調査・事実関係の把握 

保護者への対応 

＊かならず複数で対応 

いじめ解消チーム 
   いじめ解決への指導･支援 

関係機関 
 県教育委員会 
 浜田警察署 
 児童相談所 
  医療機関 等 

継続指導・経過観察 


